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施策の柱３ 地域住民がともに支え合う地域づくり 

 

１ 地域包括支援センターの機能強化 

地域包括支援センターは，日常生活圏域における地域包括ケアを有効に機能させる

こと等を目的に設置しております。令和 2年 4月に 1か所を増設し，現在，5か所（西

部・東部・北部・勝田第一中学校区・大島中学校区）で運営しておりますが，高齢者が

より身近に相談できる機関となるよう，第 9 期計画より各日常生活圏域（各中学校区

に 1つが目安）にセンターを段階的に設置していくことを計画しております。 

地域包括支援センターには，3 職種（主任介護支援専門員，社会福祉士，保健師等）

が配置され，互いに連携し一体的に業務を行う体制となっています。 

 

業務 内容 

介護予防ケアマネジメント 

要支援者及び事業対象者に対して，介護予防及び日常生活支援

を目的として，要支援者等が地域において自立した日常生活を

送れるよう，その心身の状況や置かれている環境等に応じて，

適切なサービスが提供されるよう必要な援助を行う。 

居宅介護支援事業所に業務の一部を委託している利用者につ

いては，介護予防サービス計画原案の内容の妥当性の確認，介

護予防サービス計画に係る実施後の評価を実施し，業務が適切

に行われるよう指定居宅介護支援事業所に対し，助言・指導等

を行う。 

総合相談支援業務 

①実態把握 

医療機関や民生委員児童委員，居宅介護支援事業所等の介護保

険事業者等，様々な機関や関係者と連携し支援を必要とする高

齢者等を把握する。 

②総合相談業務 

相談内容を的確に判断し，必要な方策の検討とそれに基づく速

やかな初期対応を行い，必要かつ適切なサービスにつなぐ。 

③地域におけるネットワークの構築 

高齢者に関わる医療・介護サービス関係者や地域の方々等，多

くの関係者の協力が不可欠であるため，地域における様々な関

係者とのネットワークの構築に努める。 

継続的な支援を必要とする高齢者やそれに係るヤングケアラ

ーについて，適切な対応が図れるよう関係者と連携を図りなが

ら，状況の把握や支援を行い，常に情報の共有を意識し，必要

に応じ個別支援会議等を開催し，支援経過の確認や再発防止等

を図る。 

権利擁護業務 

認知症や虐待等により自らの権利の主張や権利を行使するこ

とが困難な状況にある高齢者に対して，地域において安心して

生活を行うことができるよう専門的･継続的な視点から，関係

機関と連携し高齢者の権利擁護のため，成年後見制度の利用支

援，虐待や消費者被害の未然防止，対応等を行う。 
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業務 内容 

包括的・継続的ケアマネジメン

ト支援業務 

①包括的・継続的ケアマネジメントの環境整備 

高齢者の心身の状況等の変化に応じた適切な支援を行うため，

主治医，介護支援専門員，介護サービス事業者等の多職種の相

互協働による連携体制を構築する。 

研修や事例検討会，ケアプランの振り返り等の実施により，介

護支援専門員等の実践力向上を支援する。 

②介護支援専門員への個別支援等 

専門的な見地から，日常的業務の相談等に応じるとともに，支

援困難なケースは，具体的な支援方針を検討しながら助言等を

行う。特に，介護支援専門員が相談しやすい環境づくりや介護

支援専門員から信頼を得ることが重要であるため，居宅介護支

援事業所の主任介護支援専門員との連携を図りながら，相談等

に対して，丁寧かつ継続的な支援に努める。 

③主任介護支援専門員との連携 

「主任ケアマネのわ」での地域の主任介護支援専門員と協働。 

 

►地域包括支援センター一覧 

施設名 所在地 実施主体 担当圏域 開設年月日 

勝田第一中学校区地域包括支援センター 
（勝田第一中学校区おとしより相談センター） 

金上 

社会福祉法人 

ひたちなか市 

社会福祉協議会 

勝田第一中学校区域 

平成 19年 

4月 1日 

（令和 2年度

名称変更） 

西部地域包括支援センター 
（西部おとしより相談センター） 

津田 
社会福祉法人 

北養会 

勝田第二中学校区域 

田彦中学校区域 

平成 19年 

4月 1日 

東部地域包括支援センター 
（東部おとしより相談センター） 

烏ケ台 
社会福祉法人 

克仁会 

那珂湊中学校区域 

美乃浜学園区域 

平成 22年 

4月 1日 

北部地域包括支援センター 
（北部おとしより相談センター） 

足崎 
医療法人 

博仁会 

勝田第三中学校区域 

佐野中学校区域 

平成 27年 

9月 1日 

大島中学校区地域包括支援センター 

（大島中学校区おとしより相談センター） 
東石川 

社会福祉法人 

尚生会 
大島中学校区域 

令和 2年 

4月 1日 

 

►地域包括支援センターの設置数，相談支援件数 

 
第 8期 実績値 第 9期 見込量 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

センター数 5 5 5 6 6 7 

総合相談実人数（人） 2,039 2,249 1,434 2,600 2,800 3,000 

総合相談支援延件数（件） 10,057 10,734 6,223 11,500 12,000 12,500 

※ 令和 5年度は 9月末現在 



 135 

►5地域包括支援センターの人員配置状況 

 
第 8期 実績値 第 9期 見込量 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

3職種配置（か所） 5/5 5/5 55/5 6/6 6/6 7/7 

その他の職員配置（か所） 3/5 4/5 3/5 6/6 6/6 7/7 

※ 令和 5年度は 9月末現在 

 

►介護予防ケアマネジメント実施件数（年） 

 第 8期 実績値 第 9期 見込量 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

件 ％ 件 ％ 件 ％ 件 ％ 件 ％ 件 ％ 

包括 2,918 48.0 2,789 45.0 1,322 47.6 2,760 45.2 2,785 45.1 2,810 44.9 

委託 3,156 52.0 3,435 55.0 1,455 52.4 3,342 55.0 3,397 55.0 3,452 55.1 

※ 令和 5年度は 9月末現在 

 

►地域包括支援センターの認知度（ニーズ調査より） 

区分 
知っている 

（利用あり） 

知っている 

（利用なし） 

知っている 

（名前のみ） 
知らない 無回答 

令和 4年度

実施 

全体 7.2 17.8 26.3 46.6 2.0 

健康状態・良い 6.0 18.5 27.8 44.4 3.3 

健康状態・悪い 15.4 12.1 14.3 54.9 3.3 

令和 7年度

目標値 
全体 10.0 20.0 30.0 40.0 0 

 

【今後の方針】 

支援を必要とする高齢者にきめ細かな対応と地域包括ケアの推進を図っていくた

め，下記等に取り組んでいきます。 

①地域包括支援センターの更なる周知 

②高齢者がより身近に相談できる機関となるよう，各日常生活圏域（各中学校区

に 1つが目安）にセンターを段階的に設置 

③センターが行う総合相談支援業務について，各日常生活圏域にセンターを設置

していくことで，業務負担軽減と市民サービスへの質の確保，体制整備を図る 

④民生委員児童委員協議会や自治会等，地域との交流の促進 

⑤要支援者等に対し，適切なアセスメントの実施によるケアプランの作成 

⑥家族介護者支援及び高齢者に係るヤングケアラーについて，関係機関と連携 

 



 136 

２ 地域包括ケア推進事業（地域ケア会議の開催） 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる地域の体制づくり（地域包括ケアシ

ステム）を推進するため，平成 25年度より，以下の 3つの会議を双方向の連携を図り

ながら開催しています。なお，検討結果等はひたちなか市高齢者福祉計画推進会議に

報告し，それに対する意見・助言等は，地域ケア会議や小地域ケア会議にフィードバッ

クしています。 

 

①個別支援会議 （地域包括支援センター主催） 

民生委員や介護サービス事業者等，多種職が協働して支援方策を検討すること

により，関係者間の連携がとれた有効な支援と高齢者の課題解決機能を強化する

ことを目的に，必要に応じ開催しています。 

 

②小地域ケア会議 （地域包括支援センター主催）  

8つの日常生活圏域ごとに，多職種協働による介護予防のための個別事例検討

会を行うことにより，日常生活圏域内における高齢者の実態，共通の課題，活用

が可能な地域資源等を把握し，地域において自立した日常生活を営むための支援

の充実や関係者間の情報の共有，及び連携体制の構築を図ることを目的として開

催しています。 

 

③地域ケア会議 （市主催） 

地域包括支援センター，社会福祉協議会，市の関係各課の職員等で構成し，小

地域ケア会議において提起された課題等を集約し，不足している社会資源・サー

ビス，連携が不十分な職種・機関等について全市的な視点で検討・分析を行いま

す。さらに，必要な取り組みについて検討を図り，高齢者支援体制の構築を推進

することを目的に開催しています。 
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区分 
第 8期 実績値 第 9期 見込量 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

個別支援会議（回）合計 7 10 10 8 8 8 

 勝田第一中学校区地域包括支援センター 0 0 0 1 1 1 

 西部地域包括支援センター 3 4 3 2 2 2 

 東部地域包括支援センター 1 6 5 2 2 2 

 
北部地域包括支援センター 2 0 2 2 2 2 

大島中学校区地域包括支援センター 0 0 0 1 1 1 

小地域ケア会議（回）合計 7 23 9 24 24 24 

 勝田第一中学校区地域包括支援センター 1 3 1 3 3 3 

 西部地域包括支援センター 2 6 4 6 6 6 

 東部地域包括支援センター 1 5 2 6 6 6 

 
北部地域包括支援センター 2 6 2 6 6 6 

大島中学校区地域包括支援センター 1 3 0 3 3 3 

地域ケア会議（回） 1 2 1 2 2 2 

※ 令和 5年度は 9月末現在 

※ 令和 3年度については，新型コロナウイルス感染拡大防止のため小地域ケア会議は全日程を

中止，地域ケア会議は 2月開催分まで中止 

 

【今後の方針】 

地域包括支援センターと連携しながら各会議を引き続き開催し，地域課題の発見，

解決を図りながら，地域包括ケアシステムの構築を推進します。 
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３ 地域福祉推進体制整備事業（生活支援体制整備事業） 

すべての住民が住み慣れた地域で誰もが支え合い，助け合う中で安心して生活を送

るため，日常生活圏域（中学校区単位）において地域福祉課題について話し合うこと

で，地域住民がともに支え合う地域づくりを行っていくことを目的とした事業です。 

 

（１）協議体 

地域住民や市・市社協が協働して継続的に地域の実情に沿った福祉課題を話

し合うとともに，地域における情報の共有・連携強化の場として協議体を設置

します。 

協議体は，市全域について話し合う第 1層協議体，市内 9つの日常生活圏域

ごとに話し合う第 2層協議体で構成されます。 

 

【現状】 

第 1層 

平成 28年度に第 1層協議体「地域福祉計画推進委員会」を設置 

第 2層 

平成 30年度に勝田二中学区に第 2層協議体を設置 

令和 5年度に大島中学区に第 2層協議体を設置 

 

【今後の方針】 

日常生活圏域の地域活動の拠点であるコミュニティ等への働きかけにより，

引き続き日常生活圏域における第 2層協議体の設置を進めます。 

 

（２）地域福祉コーディネーター 

地域の福祉資源開発，ネットワーク構築，ニーズと取組のマッチング等を行う

地域福祉コーディネーターを市全域担当（第 1層），日常生活圏域担当（第 2層）

それぞれに配置します。 

 

【現状】 

第 1層 

平成 28 年度に地域福祉課内に第 1 層コーディネーターを配置（令和 3 年度終

了） 

令和 3年度に市社協に第 1層コーディネーターを配置 

第 2層 

令和元年度に勝田二中学区に第 2層コーディネーターを配置 

令和 5年度に大島中学区に第 2層コーディネーターを配置 

 

【今後の方針】 

日常生活圏域ごとの第 2層協議体の設置にあわせて，第 2層コーディネーター

の配置を進めます。  
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►地域福祉推進体制整備事業（地域福祉コーディネーターと協議体） 
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４ 地域福祉活動の充実 

（１）高齢者相談員活動 

市社会福祉協議会が実施している事業で，高齢者相談員（3名）が 75歳以上の

ふたり暮らし高齢者世帯や日中独居者宅で希望される方を訪問し，悩みごとや生

活上の相談に応じ，必要な場合は行政や地域包括支援センター等，関係機関と連

携して対応を図っています。 

 

区分 

第 8期 実績値 

R3年度 R4年度 R5年度 

訪問延べ回数（回） 1,860 1,208 1,033 

※ 令和 5年度は 9月末現在 
 

【今後の方針】 

ふたり暮らし高齢者世帯等の相談に適切に応じられるよう，関係機関等との連

携に努めていきます。引き続き，対象世帯へ訪問希望調査を実施し，住み慣れた

地域で安心して，心身ともに健やかで過ごせるよう支援していきます。 

 

（２）ファミリー・サポート・センター事業 

普段の生活において手助けを必要とする方（利用会員）と，手助けができるボ

ランティア（協力会員）を繋ぎます。利用会員の居住家屋内の簡易な清掃や片付

け，食事の支度や後片付け，衣類の洗濯等を行います。会員間のコーディネート

は市社会福祉協議会が行い，市民ボランティアが利用会員宅で活動を行います。 

 

区分 
第 8期 実績値 第 9期 見込量 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

利用会員数（人） 124 119 136 150 170 190 

協力会員数（人） 229 229 225 230 235 240 

利用件数（件） 1,237 1,501 779 1,600 1,700 1,800 

利用時間数（時間） 1,525 1,819 1,032 2,100 2,200 2,300 

※ 令和 5年度は 9月末現在 

 

【今後の方針】 

事業内容を周知し，会員登録会を行うなど協力会員の確保に努めるとともに，

介護保険サービスとの住み分けを具体化し，住民同士の支えあい活動をとおして

必要な方に必要な手助けを提供していきます。 

 



 141 

（３）情報の提供 

福祉に対する市民の理解を深めるために，各種サービスや福祉関連イベン

ト，福祉ボランティアの募集等について，市報やホームページ，地域包括支援

センター等を通じて情報提供を行っています。また，地域において「市政ふれ

あい講座」等も実施しています。 

 

【今後の方針】 

各種サービスや福祉関連イベント，福祉ボランティアの募集等，引き続き市

民に対して情報提供を行い，福祉活動への参加啓発に努めていきます。 

 

（４）福祉増進のための事業支援 

高齢者及び身体障害者(児)等，福祉対象者団体の福祉増進のための事業実施

に必要がある場合に，福祉バスを運行しています。 

 

区分 
第 8期 実績 

R3年度 R4年度 R5年度 

大型 
運行回数（回） 38 91 71 

利用人数（人） 775 1,892 1,712 

中型 
運行回数（回） 22 51 42 

利用人数（人） 242 598 584 

※ 令和 3年度，令和 4年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため一部期間で乗車 

人数制限を実施 

※ 令和 5年度は 9月末現在 

 

【今後の方針】 

利用者の利便性の向上を図りながら，引き続き，福祉バスを運行していきます。 
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５  関係団体との連携 

支援を必要とする高齢者等に対し，必要なサービスを的確に，効率的に，そして一体

的に提供していくことが重要です。そのために，医療・保健・介護・福祉の関係団体が

それぞれの役割を認識し，相互に連携しながら活動していくことが大切です。 

 

（１）社会福祉協議会 

ひたちなか市社会福祉協議会は，地域に密着した福祉活動の中心的な役割を担

っています。地域に根ざした活動を行うため，全自治会を社会福祉協議会支部と

位置付けて，地域の福祉活動に取り組んでいます。また，平成 12 年度からは，

各介護保険サービスを提供しています。 

民間福祉活動団体の中核組織である市社会福祉協議会は，社会環境の変化に伴

う住民ニーズの把握に努め，各事業の効率的運営を進めるとともに，社会福祉団

体との連携を図っていきます。 

 

（２）自治会 

自治会は，誰もが安全で安心して暮らせる住み良い地域社会をつくるために，

関係機関と連携しながら，防災・防犯・交通安全対策の強化に努め，ひとり暮ら

し高齢者の見守りやサロン活動等を行っています。また，地域における諸問題の

解決や住民同士の親睦と融和を図るための活動に取り組んでいます。令和 5年 9

月末現在 84の自治会があります。 

自治会の地域福祉活動としては，敬老会等の開催の他，社会福祉協議会支部と

して，小地域ネットワークや緊急通報システムへの協力，高齢者のふれあい活動

等を展開しています。高齢者を含む地域住民の皆様が安心していきいきと暮らせ

るよう，地域福祉の推進に取り組んでいます。 

 

（３）民生委員児童委員協議会 

民生委員・児童委員（以下「民生委員」という。）は，厚生労働大臣から委嘱さ

れた民間の奉仕者で，常に住民の立場に立ち必要な援助を行うため，住民からの

相談，生活状態の把握，福祉に関する情報の提供，関係行政機関の業務への協力

等，社会奉仕の精神に基づいて活動を行っています。   

民生委員は，地域における最も身近な相談窓口として，さらに，保健・福祉サ

ービスや介護保険サービスにおける行政とのパイプ役等，地域福祉を推進する担

い手としての役割が期待されています。 

本市の民生委員は，定数 245名で市内を 8地区に分けて活動しています。 

また，各地区で組織する民生委員児童委員協議会は，民生委員が保健・福祉サ

ービスや介護保険サービスを十分に理解し，地域で活躍できるよう研修等の企

画・運営を行い，活動の充実を図っています。 
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(４）高齢者クラブ 

高齢者クラブは，高齢者が住み慣れた地域で，親しい仲間と生きがいのある毎

日を過ごせるよう，楽しく語らい，健康づくり運動や趣味，教養学習活動，旅行，

スポーツ等に取り組んでいます。 

また，地域を豊かにする活動として，公園清掃等の社会奉仕や，児童の登下校

の見守り，世代間交流等の活動を行っています。 

 

(５）ボランティア 

市内には多くの福祉ボランティア団体が独自の活動を行っています。また，地

域ごとにある自治会や子供会，高齢者クラブ，小・中学校・高校，ボーイスカウ

ト，ガールスカウト，商工会議所，企業等が地域福祉活動に取り組んでいます。 

市社会福祉協議会では総合福祉センター内にボランティア活動センターを設

置し，ボランティア養成講座やボランティア通信の発行等，ボランティア活動が

より一層活発に行われるよう支援しています。令和 5年 9月末現在，ボランティ

ア活動センターへの登録団体数は 75団体です。 

 

(６）ＮＰＯ法人 

平成 10 年 12 月の特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）の施行後,市内のＮＰＯ

法人の数は 31団体（令和 5年 9月末現在）あり,まちづくりや介護,福祉，環境,

教育，子育て，文化，芸術等の分野で活躍しています。 

本市では，地域社会の課題やまちづくりに取り組む市民の交流活動拠点施設

「ひたちなか市市民交流センター ひたちなか・ま」を，勝田駅東口にあるビル

「win-win（ウィン-ウィン）」に平成 24 年 4 月に開設しています。この施設は，

ＮＰＯ法人と協働で運営し，コミュニティギャラリー，多目的室，パソコン・印

刷機等の貸出しや市民活動に関する情報収集・発信を行い，市民の相互交流を支

援しています。 
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６ 在宅生活を支えるサービス 

（１）小地域ネットワーク事業 

70 歳以上のひとり暮らし高齢者，65 歳以上の虚弱なひとり暮らし高齢者が，

安心して生活できるような地域づくりを目的として，近隣の方々で見守りネット

ワークを組織し，さりげない声かけや見守りをしながら，日常的な安否の確認等

を行っています。 

 

区分 

第 8期 実績値 第 9期 見込量 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

ネットワーク数 792 771 711 730 750 770 

※ 令和 5年度は 9月末現在 

 

【今後の方針】 

近年は，協力員の高齢化や担い手不足といった実情から，ネットワーク数は毎

年減少傾向となっています。 

そういった社会情勢を鑑み，地域の実情に応じながら無理のない範囲で，さり

げない声掛けや見守りを行っていきます。また，実情に適した見守りの在り方や

運営方法等について，委託先である社会福祉協議会と協議しながら，引き続き検

討していきます。 

 

（２）緊急通報システム事業 

疾病の急変等，不慮の事態のとき，身につけたペンダント等の操作で委託事業

者を通じ，必要に応じて消防本部に通報することができるシステムです。70歳以

上のひとり暮らしで，身体が虚弱である方や疾病等のある方，要介護の認定を受

けている方や重度疾病のある方を対象としています。また，重度の要介護者（原

則要介護 3以上）や重度障害者（障害者手帳 1級，2級，療育手帳○A A等）と同

居している方も対象としています。 

令和 3年度より，多くの市民がより公平に緊急通報システム事業を利用できる

よう，介護認定の有無や小地域ネットワークの組織を条件から外す等，利用条件

の緩和を行いました。また，「通話回線搭載端末機」や「ライフリズム監視」等

のオプション機能を活用することで，電話回線のない方や 24 時間の生活動作確

認など利用者に合わせた見守りを可能としました。 

 

区分 
第 8期 実績値 第 9期 見込量 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

端末設置台数（台） 285 325 349 375 380 400 

※ 令和 5年度は 9月末現在 
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区分 
第 8期 実績値 

R3年度 R4年度 R5年度 

通報回数（回） 166 221 83 

救急車出動回数（回） 50 46 21 

相談回数（回） 65 130 78 

※ 令和 5年度は 9月末現在 

 

【今後の方針】 

今後も，ひとり暮らし高齢者の増加に伴い，見守り対応はますます増えていく

ことから，必要とされる高齢者に利用が普及するよう周知していきます。 

 

（３）ひとり暮らし高齢者台帳整備事業 

65歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に，地区の民生委員の協力を得て，緊急

時の連絡先や生活状況等を調査後，台帳として整備し，必要時に活用しています。 

 

区分 
第 8期 実績値 

R3年度 R4年度 R5年度 

台帳登載者数（人） 5,165 5,332 5,796 

※ 令和 5年度は 9月末現在 

 

【今後の方針】 

ひとり暮らし高齢者等の増加に伴い，事業の必要性が高いため，継続して実

施し，緊急時等における連絡先の確保に努めていきます。 

民生委員による調査頻度は社会情勢等を鑑み，新規対象者については毎年，

一斉調査は原則 3年に 1度とします。 
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（４）配食サービス事業 

70歳以上のひとり暮らし高齢者や二人世帯，おおむね 60歳以上の心身に障害

のあるひとり暮らしの方を対象に，バランスのとれた食事を月曜日から金曜日の

希望する曜日（週 3日以上）の夕食時に配達することで，栄養の保持と安否の確

認を行っています。 

 

区分 
第 8期 実績値 第 9期 見込量 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

利用実人数（人） 151 145 130 160 180 200 

延べ利用回数（回） 19,410 19,068 9,902 

※ 令和 5年度は 9月末現在 

 

【今後の方針】 

ひとり暮らし高齢者等の増加に伴い，事業の必要性が高いため，更なる利用率

向上を図りながら継続して実施していきます。 

 

（５）愛の定期便事業 

安否確認の必要な 70 歳以上のひとり暮らしの高齢者等を対象に，乳製品等を

配布することで，健康の保持や孤独感の解消を図りながら，安否確認を行うサー

ビスです。 

 

区分 
第 8期 実績値 第 9期 見込量 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

利用人数（人） 639 602 559 587 601 616 

※ 令和 5年度は 9月末現在 

 

【今後の方針】 

継続して実施しますが，ひとり暮らし高齢者の安否確認を目的とする他のサー

ビスとの併給の適否等，事業の推進方策について検討していきます。 

配達員の不足に伴い，現行の配達頻度や安否の確認方法について，困難が生じ

ていることから，安定した高齢者の見守りが図れるよう，段階的に見直していく

必要があります。 
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（６）福祉電話貸与事業 

電話を保有していない所得税非課税世帯の 65 歳以上のひとり暮らし高齢者や

ねたきり者または身体障害者のいる老人世帯，外出困難な在宅重度身体障害者

（障害等級 1 級または 2 級程度）を対象に，緊急時等の通信手段の確保等のた

め，電話回線及び電話器を貸与するとともに，基本料金を助成しています。 

 

区分 
第 8期 実績値 第 9期 見込量 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

利用人数（人） 12 11 10 12 12 12 

※ 令和 5年度は 9月末現在 

 

【今後の方針】 

携帯電話の普及により，固定電話を所有しない世帯は少なくなっていますが，

被保護世帯等，低所得の高齢者支援のため，事業を継続して実施していきます。 

 

（７）生活管理指導短期宿泊事業 

基本的な生活習慣の欠如や対人関係が困難で，かつ要介護認定が「自立」と判

定されたひとり暮らし高齢者等を対象に，日常生活を送るうえで必要な指導及び

支援を行っています。 

 

区分 
第 8期 実績値 第 9期 見込量 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

利用人数（人） 5 13 5 6 6 6 

利用延べ日数（日） 117 323 182 

※ 令和 5年度は 9月末現在 

 

【今後の方針】 

事業の周知及び対象者の把握に努め，継続して事業を実施していきます。 
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（８）家族介護者支援事業 

①介護教室 

ねたきりまたは認知症高齢者等を在宅で介護している家族や住民，並びに高齢

者の介護に関心のある方を対象に，介護方法や介護者の健康づくり等の知識と技

術の習得を目的とした教室を開催しています。 

 

区分 
第 8期 実績値 第 9期 見込値 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

参加人数（人） 39 134 89 260 260 260 

実施回数（回） 3 11 7 

※ 令和 5年度は 9月末現在（令和 3年度と令和 4年度については新型コロナウイルス 

感染拡大防止のため中止した回があります） 

 

【今後の方針】 

新型コロナウイルスの影響により参加者の落ち込みが見られたため，感染症対

策を講じながら，事業の周知及び内容の充実に努めていきます。今後も介護者家

族の負担軽減のため，多くの参加が得られるよう，日常生活圏域での開催を継続

して実施していきます。 

  

②介護慰労金支給事業 

要介護 3 から 5 までに該当する要介護者を常時在宅で介護している方に対し，

その労をねぎらうことを目的に，慰労金を支給しています。 

※支給には要件があります。 

 

区分 
第 8期 実績値 第 9期 見込量 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

支給人数（人） 42 44 43 49 50 51 

 

【今後の方針】 

要介護認定者数の増加に伴い，支給人数の増加が見込まれます。介護をしてい

る方の負担軽減を図り，在宅での介護を支援できるよう，事業の周知を図り，継

続して実施していきます。 
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③介護マーク配布事業 

介護者や付添者が，異性のトイレに付き添う場合や異性の下着等を購入する場

合等に誤解等を持たれないようにするため，茨城県が平成 24 年に介護者等が使

用する「介護マーク」を作成し，本市では同年 10月から配布を始めました。 

 

区分 
第 8期 実績値 第 9期 見込量 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

配付枚数（枚） 20 8 1 15 18 21 

※ 令和 5年度は 9月末現在 

 

【今後の方針】 

引き続き介護者等に「介護マーク」の配布について周知を行うとともに，施設

や店舗等への事業の周知・啓発に努めていきます。また，近年，配布枚数の落ち

込みが見られるため，市報や市ＳＮＳを活用しながら有効的な周知方法を実施し

ていきます。 

 

（９）在宅ねたきり高齢者等おむつ助成事業 

要介護 3以上の要介護認定を受け，おむつを必要とする市民税非課税の方を在

宅で介護する家族に，おむつ購入助成券を交付しています。 

 

区分 
第 8期 実績値 第 9期 見込量 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

交付人数（人） 462 439 389 470 490 510 

利用枚数（枚） 8,357 7,645 5,330 

※ 令和 5年度は 9月末現在 

 

【今後の方針】 

介護をしている家族等の負担軽減を図り，在宅での介護を支援できるよう，

事業の周知に努めます。また，今後は，事業利用の必要性が高い方の利用を促

進するため，国の指針等や他事業との兼ね合いを包括的に捉え，対象者の要件

や事業の在り方について検討していきます。 
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（１０）寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 

要介護 3以上の要介護認定を受けている在宅の高齢者を対象に，自宅で使用し

ている寝具の洗濯・乾燥・消毒を行うことで，清潔保持と生活環境の向上を図る

事業です。 

 

区分 
第 8期 実績値 第 9期 見込量 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

利用人数（人） 85 75 52 95 105 115 

※ 令和 5年度は 9月末現在 

 

【今後の方針】 

例外はあるが全体的には増加傾向にあるため，引き続き，介護をしている方の

負担軽減を図り，在宅での介護を支援できるよう，事業の周知に努め，継続して

実施していきます。 

 

（１１）在宅高齢者短期保護事業 

介護者の疾病等により，要介護者等が介護保険による短期入所生活介護サービ

ス等の利用範囲を超えて特別養護老人ホーム等による保護が必要なとき，21 日

を限度として介護費用等を助成する事業です。 

 

区分 
第 8期 実績値 第 9期 見込量 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

利用人数（人） 0 0 0 2 2 2 

延べ利用日数（日） 0 0 0 

※ 令和 5年度は 9月末現在 

 

【今後の方針】 

緊急時に必要な事業として，事業の周知及び対象者の把握に努め，継続して実

施していきます。  
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7  福祉意識の醸成 

(１）小中学校等における福祉体験学習 

市社会福祉協議会が市内 25 の小中学校を福祉教育推進校として指定する等し，

次代を担う児童・生徒が高齢者や要介護者，障害者に対する理解が深められるよ

う，小・中・高校において福祉体験学習を実践しています。内容は，高齢者疑似

体験，車いす，アイマスク，点字，手話，盲導犬，介護等の体験学習，福祉講話

等です。 

 

区分 
第 8期 実績値 

R3年度 R4年度 R5年度 

実施回数（回） 62 

 

73 

 

35 

参加人数（人） 3,737 

 

4,255 2,813 

※ 令和 5年度は 9月末現在 

※ 参加人数には保護者も含む 

 

【今後の方針】 

児童・生徒が高齢者や障害者等について理解を深められるよう，学校等との調

整を図りながら，継続して実施します。 

 

（２）ボランティアスクール 

市社会福祉協議会が，市内の小学校 5，6 年生が夏休みを利用して，高齢者や

障害がある方々とのふれあいを通して，福祉やボランティアについて関心と理解

を深めることができるような学習機会を提供しています。 

 

区分 
第 8期 実績値 

R3年度 R4年度 R5年度 

参加人数（人） 25 69 118 

 

【今後の方針】 

参加する児童が，福祉やボランティアについて，興味関心を持ち適切に学習で

きるよう継続して実施していきます。 


